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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
１
／
４
３

3
基 4
0

1
基

1
基

特
に
配
慮

す
る
事
項

高
度
利

用
ゾ
ー
ン

名
古

屋
港
・

常
滑

港
ブ

ロ
ッ
ク
①
、

②

6
.6

水
門
等

（
共
管
）

4
,4
9
2

3
.5

堤
防

水
門
等

～

海
部

- -

1
4
,0
0
0

堤
防

弥
富

3
,8
5
0

7
,0
4
7

弥
富
市

飛
島
村

名
古
屋

市

名
古
屋
港

南
陽

堤
防

1
,1
1
0

1 2 3 4

－ －

傾
斜

式

傾
斜

式

愛
知

県
（
農
村
振

興
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局
、

水
国
・
農

振
共
管

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

堤
防

（
共
管
）

水
門
等

（
水
・
国
）

鍋
田

～
堤
防

（
水
・
国
）

飛
島

6
.6

4
.6

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

－

傾
斜

式

傾
斜

式

傾
斜

式

住
宅
地

農
地

ゾ
ー
ン

規
模
（
現

況
）

地
域

状
況

地
区

海
岸
名

海
岸
名

種
類

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

形
式

受
益

地
域
そ
の
状
況 受
益
面

積
（
約

　
h
a）

地
区

名
地

区
番

号

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

5
.8

6
.6-

4
.1

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

・
干
潟

の
保
全

・
干
潟

の
保
全

・
干
潟

の
保
全

・
干
潟

の
保
全

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。
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維
持
又

は
修

繕
に
関

す
る
事
項

２
／

４
３

1
,6
3
0

2
.7

1
,4
7
0

4
.3

～
4
.7 －

1
基

1
2
5

4
.9

2
,1
3
8

4
.2

～
4
.7 －

1
基

1
,3
0
8

4
.3

～
4
.7 －

2
基

3
8
2

4
.7

～
4
.9

3
,2
8
2

4
.5

～
4
.7 -

1
基

-

1
1
基

4
.6 -

1
基

-

3
基

巡
視
要

領
等
に
従
い
、
定
期
的

に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／

５
年

程
度
、
機
能
点

検
を
実
施

し
、
予
防

保
全
の

考
え

に
基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行

う
。

空
洞
化

等
が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

－

・
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
利
用
へ

の
対
応

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の

確
保

ゾ
ー
ン

津
波
や

高
潮
来

襲
時
に
お
け
る
確
実
な
操

作
が
行

え
る
よ
う
に
、
年
次

点
検
を
行
い
、
適

切
な
維
持

修
繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
等
に
従
い
、
定
期
的

に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／

５
年

程
度
、
機
能
点

検
を
実
施

し
、
予
防

保
全
の

考
え

に
基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行

う
。

空
洞
化

等
が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

海
岸

名

巡
視
要

領
等
に
従
い
、
定
期
的

に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／

５
年

程
度
、
機
能
点

検
を
実
施

し
、
予
防

保
全
の

考
え

に
基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行

う
。

空
洞
化

等
が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

津
波
や

高
潮
来

襲
時
に
お
け
る
確
実
な
操

作
が
行

え
る
よ
う
に
、
年
次

点
検
を
行
い
、
適

切
な
維
持

修
繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
等
に
従
い
、
定
期
的

に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／

５
年

程
度
、
機
能
点

検
を
実
施

し
、
予
防

保
全
の

考
え

に
基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行

う
。

空
洞
化

等
が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
等
に
従
い
、
定
期
的

に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／

５
年

程
度
、
機
能
点

検
を
実
施

し
、
予
防

保
全
の

考
え

に
基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行

う
。

空
洞
化

等
が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

津
波
や

高
潮
来

襲
時
に
お
け
る
確
実
な
操

作
が
行

え
る
よ
う
に
、
年
次

点
検
を
行
い
、
適

切
な
維
持

修
繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
等
に
従
い
、
定
期
的

に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／

５
年

程
度
、
機
能
点

検
を
実
施

し
、
予
防

保
全
の

考
え

に
基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行

う
。

空
洞
化

等
が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

津
波
や

高
潮
来

襲
時
に
お
け
る
確
実
な
操

作
が
行

え
る
よ
う
に
、
年
次

点
検
を
行
い
、
適

切
な
維
持

修
繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
等
に
従
い
、
定
期
的

に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／

５
年

程
度
、
機
能
点

検
を
実
施

し
、
予
防

保
全
の

考
え

に
基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行

う
。

空
洞
化

等
が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

津
波
や

高
潮
来

襲
時
に
お
け
る
確
実
な
操

作
が
行

え
る
よ
う
に
、
年
次

点
検
を
行
い
、
適

切
な
維
持

修
繕
を
行
う
。

－

巡
視
要

領
等
に
従
い
、
定
期
的

に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／

５
年

程
度
、
機
能
点

検
を
実
施

し
、
予
防

保
全
の

考
え

に
基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行

う
。

空
洞
化

等
が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

地
区
海
岸

名

地
区

番
号

地
区

名
維

持
又
は

修
繕
の
方

法

名
古

屋
港

管
理

組
合

（
港
湾

局
）

名
古

屋
港

管
理

組
合

（
港
湾

局
）

延
長

(m
)

施
設

数
（
基
）

代
表
堤

防
高

（
T
.P
.m
)

種
類

規
模

（
現
況
）

受
益
地
域

そ
の
状

況 受
益
面

積
（
約

　
h
a）

形
式

胸
壁
等

・
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
利
用
へ

の
対
応

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の

確
保

・
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
利
用
へ

の
対
応

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の

確
保

・
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
利
用
へ

の
対
応

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の

確
保

・
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
利
用
へ

の
対
応

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の

確
保

特
に
配

慮
す
る
事

項

水
門
等

胸
壁
等

陸
閘
等

－ － － － － － －

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

護
岸

胸
壁
等

陸
閘
等

護
岸

名
古

屋
港

管
理

組
合

（
港
湾

局
）

名
古

屋
港

管
理

組
合

（
港
湾

局
）

－ － －

地
域

状
況

陸
閘
等

陸
閘
等

護
岸

胸
壁
等

水
門
等

胸
壁
等

津
波
や

高
潮
来

襲
時
に
お
け
る
確
実
な
操

作
が
行

え
る
よ
う
に
、
年
次

点
検
を
行
い
、
適

切
な
維
持

修
繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮
来

襲
時
に
お
け
る
確
実
な
操

作
が
行

え
る
よ
う
に
、
年
次

点
検
を
行
い
、
適

切
な
維
持

修
繕
を
行
う
。

陸
閘
等

－ －－

6
0
3

中
川

口
築

地
・
ガ
ー

デ
ン
ふ
頭

高
度
利

用
ゾ
ー
ン

名
古

屋
港
・

常
滑
港

ブ
ロ
ッ
ク
③

名
古

屋
港

名
古

屋
市

住
宅

地
工

場
商
用

地
1
0
,0
0
0

9
堀
川

口
名
古

屋
港

管
理

組
合

（
港
湾

局
）

6 7

汐
止

・
空
見

ふ
頭

稲
永

・
潮
凪

ふ
頭

大
手
ふ

頭

5 8
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維
持
又

は
修

繕
に
関

す
る
事
項

３
／

４
３

4
.5

～
4
.6 -

1
基

4
.5

～
4
.7 -

6
基

2
,6
9
1

4
.4

～
4
.7 -

7
基

3
,1
6
6

4
.6

～
5
.1 -

1
基

7
,7
5
1

4
.5

～
5
.2

-

4
基

高
度
利

用
ゾ
ー
ン

名
古

屋
港
・

常
滑
港

ブ
ロ
ッ
ク
③

名
古

屋
港

名
古

屋
市

住
宅

地
工

場
商
用

地
1
0
,0
0
0

1
0

1
1

－ －

築
地
東

ふ
頭

潮
見
ふ

頭

大
江
ふ

頭

昭
和
ふ

頭

船
見
ふ

頭

1
2

1
3

1
4

陸
閘
等

胸
壁
等

名
古

屋
港

管
理

組
合

（
港
湾

局
）

名
古

屋
港

管
理

組
合

（
港
湾

局
）

名
古

屋
港

管
理

組
合

（
港
湾

局
）

胸
壁
等

津
波
や

高
潮
来

襲
時
に
お
け
る
確
実
な
操

作
が
行

え
る
よ
う
に
、
年
次

点
検
を
行
い
、
適

切
な
維
持

修
繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
等
に
従
い
、
定
期
的

に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／

５
年

程
度
、
機
能
点

検
を
実
施

し
、
予
防

保
全
の

考
え

に
基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行

う
。

空
洞
化

等
が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

津
波
や

高
潮
来

襲
時
に
お
け
る
確
実
な
操

作
が
行

え
る
よ
う
に
、
年
次

点
検
を
行
い
、
適

切
な
維
持

修
繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
等
に
従
い
、
定
期
的

に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／

５
年

程
度
、
機
能
点

検
を
実
施

し
、
予
防

保
全
の

考
え

に
基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行

う
。

空
洞
化

等
が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
等
に
従
い
、
定
期
的

に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／

５
年

程
度
、
機
能
点

検
を
実
施

し
、
予
防

保
全
の

考
え

に
基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行

う
。

空
洞
化

等
が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

津
波
や

高
潮
来

襲
時
に
お
け
る
確
実
な
操

作
が
行

え
る
よ
う
に
、
年
次

点
検
を
行
い
、
適

切
な
維
持

修
繕
を
行
う
。

陸
閘
等

胸
壁
等

陸
閘
等

胸
壁
等

2
,9
1
7

陸
閘
等

－ － － －

津
波
や

高
潮
来

襲
時
に
お
け
る
確
実
な
操

作
が
行

え
る
よ
う
に
、
年
次

点
検
を
行
い
、
適

切
な
維
持

修
繕
を
行
う
。

地
域

状
況

延
長

(m
)

施
設

数
（
基
）

代
表
堤

防
高

（
T
.P
.m
)

地
区
海
岸

名

種
類

規
模

（
現
況
）

地
区

番
号

地
区

名

受
益
地
域

そ
の
状

況 受
益
面

積
（
約

　
h
a）

形
式

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

特
に
配

慮
す
る
事

項
ゾ
ー
ン

海
岸

名

・
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
利
用
へ

の
対
応

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の

確
保

・
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
利
用
へ

の
対
応

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の

確
保

・
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
利
用
へ

の
対
応

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の

確
保

・
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
利
用
へ

の
対
応

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の

確
保

・
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
利
用
へ

の
対
応

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の

確
保

－ －

巡
視
要

領
等
に
従
い
、
定
期
的

に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／

５
年

程
度
、
機
能
点

検
を
実
施

し
、
予
防

保
全
の

考
え

に
基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行

う
。

空
洞
化

等
が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

1
,2
7
1

津
波
や

高
潮
来

襲
時
に
お
け
る
確
実
な
操

作
が
行

え
る
よ
う
に
、
年
次

点
検
を
行
い
、
適

切
な
維
持

修
繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
等
に
従
い
、
定
期
的

に
巡
視
を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／

５
年

程
度
、
機
能
点

検
を
実
施

し
、
予
防

保
全
の

考
え

に
基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行

う
。

空
洞
化

等
が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

－

維
持
又
は

修
繕
の
方

法

名
古

屋
港

管
理

組
合

（
港
湾

局
）

名
古

屋
港

管
理

組
合

（
港
湾

局
）

陸
閘
等

－
胸

壁
等
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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
４
／
４
３

6
,1
2
6

5
.1

～
5
.6 -

1
基

7
7
8

5
.3 -

1
基

5
3
0

5
.3 -

2
基

2
,8
8
7

5
.5

4
.6

1
3
0

4
基

-

1
基

-

4
基

－－

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

傾
斜

式

傾
斜

式

傾
斜

式

高
度
利

用
ゾ
ー
ン

名
古

屋
港
・

常
滑

港
ブ

ロ
ッ
ク
④

東
海
北

堤
防

八
幡
新

知

日
長

突
堤

知
多
市

陸
閘
等

護
岸

護
岸

水
門
等

1
,6
0
0

住
宅
地

農
地

1
9

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

ゾ
ー
ン

地
区

海
岸
名

海
岸
名

地
区

名

陸
閘
等

水
門
等

元
浜

堤
防

陸
閘
等

養
父

堤
防

知
多

東
海

地
域

状
況

東
海
市

種
類

規
模
（
現

況
）

受
益

地
域
そ
の
状
況 受
益
面

積
（
約

　
h
a）

形
式

－ －

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

特
に
配
慮

す
る
事
項

－

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

－

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

－

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

－ － － －

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

2
,1
3
5

－ －

地
区

番
号

1
5

1
6

1
7

1
8

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）
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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
５
／
４
３

2
,0
0
4

4
.5

～
4
.8

4
1
0

1
3
基

7
0
0

8
7
4

3
.8

～
5
.5

1
8
1

4
基

-
2
基

6
.0

3
2
0

2
0
基

-
1
基

2
,0
1
4

3
.8

～
5
.5

3
0
8

3
.8

～
5
.5

8
2
0

3
.8

～
5
.5

2
2
8

6
基

4
基

5
基

8
1
6

4
.6

～
4
.7

4
2
5

5
基

1
基

2
0

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

2
1

2
2

2
3

2
4

・
砂
浜

・
松
林

の
保
全

・
海
洋

性
レ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
需
要
へ

の
対
応

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
砂
浜

・
松
林

の
保
全

・
海
洋

性
レ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
需
要
へ

の
対
応

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

1
,4
7
0

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

・
砂
浜

・
松
林

の
保
全

・
海
洋

性
レ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
需
要
へ

の
対
応

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
海
水

浴
等
の

砂
浜
利

用
者

へ
の
配

慮

－－ －

傾
斜

式

－ －

ゾ
ー
ン

地
区

海
岸
名

種
類

規
模
（
現

況
）

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

受
益

地
域
そ
の
状
況

海
岸
名

地
区

名
形
式

地
域

状
況

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

受
益
面

積
（
約

　
h
a）

地
区

番
号

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

常
滑

市
（
水
産

庁
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

傾
斜

式

－ －

特
に
配
慮

す
る
事
項

突
堤

消
波
堤

傾
斜

式

常
滑

市
（
水
産

庁
）

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

－

護
岸

突
堤

堤
防

突
堤

陸
閘
等

・
砂
浜

・
松
林

の
保
全

・
海
洋

性
レ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
需
要
へ

の
対
応

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

陸
閘
等

堤
防

胸
壁

－ －

水
門
等

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

堤
防

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

陸
閘
等

・
砂
浜

・
松
林

の
保
全

・
海
洋

性
レ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
需
要
へ

の
対
応

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

－ － －－

傾
斜

式

高
度
利

用
ゾ
ー
ン

名
古

屋
港
・

常
滑

港
ブ

ロ
ッ
ク
⑤

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

常
滑

多
屋

常
滑
市

住
宅
地

堤
防

突
堤

水
門
等

鬼
崎

常
滑

西
之

口
・
蒲

池

知
多
市

新
舞
子

知
多

大
野

大
野
漁
港

鬼
崎
漁
港

6
4
0

護
岸

突
堤
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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
６
／
４
３

1
9
0

5
.3

1
,3
7
4

6
.5

5
3
0

3
基

5
5
0

-

1
基

-

1
基

1
,1
8
5

6
.5

6
.5

5
,0
5
9

2
.8

～
6
.4

4
,6
1
7

-

6
0

2
基

-

6
基

-

1
6
基

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知

県
（
港
湾

局
）

愛
知

県
（
港
湾

局
）

胸
壁

突
堤

陸
閘
等

水
門
等

2
5

－－ －－

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

－ － －

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

－

傾
斜

式

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

・
砂
浜

・
松
林

の
保

全
・
空
港

利
用

へ
の
促

進
・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の

確
保

・
海
岸

施
設

の
親
水

性
向
上

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

・
砂
浜

・
松
林

の
保

全
・
空
港

利
用

へ
の
促

進
・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の

確
保

・
海
岸

施
設

の
親
水

性
向
上

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

・
砂
浜

・
松
林

の
保

全
・
空
港

利
用

へ
の
促

進
・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の

確
保

・
海
岸

施
設

の
親
水

性
向
上

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

・
砂
浜

・
松
林

の
保

全
・
空
港

利
用

へ
の
促

進
・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の

確
保

・
海
岸

施
設

の
親
水

性
向
上

・
海
水

浴
等

の
砂
浜

利
用
者

へ
の
配

慮

種
類

規
模
（
現

況
）

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

傾
斜

式

傾
斜

式

－ －

形
式

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

2
8

2
6

2
7

地
域

状
況

地
区

番
号

常
滑
市

住
宅
地

護
岸

護
岸

消
波
堤

水
門
等

三
角
新

田

受
益

地
域
そ
の
状
況

常
滑

常
滑
港

セ
ン
ト
レ
ア

堤
防

堤
防

特
に
配
慮

す
る
事
項

ゾ
ー
ン

地
区

海
岸
名

2
,6
1
3

り
ん
く
う
町

常
滑
市

堤
防

突
堤

陸
閘
等

海
岸
名

地
区

名
受
益
面

積
（
約

　
h
a）

5
2
0

常
滑
港

常
滑

高
度
利

用
ゾ
ー
ン

名
古

屋
港
・

常
滑

港
ブ

ロ
ッ
ク
⑥
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維
持
又

は
修

繕
に
関

す
る
事

項
７
／
４
３

2
9
1

6
.1

8
0

―

1
基 8
5

―

2
基

2
3
0

―

6
3
4

5
.8

1
9
0

―

5
基

5
8
0

― ―

1
基

―

1
基

1
,4
6
7

4
.3

～
5
.9

7
1
6

―

2
0
7

―

5
基

1
,0
2
8

― ―

3
基

―

2
基

8
4
2

4
.5

～
6
.5

8
7
7

―

9
1
1

4
.5

～
6
.5

2
5

―

2
基

特
に
配
慮

す
る
事
項

海
岸
名

地
区
名

・
砂
浜

、
松

林
の

保
全
･復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
自
然

環
境

、
健

康
づ
く
り
の

た
め
の
海

岸
空
間

の
創
造

・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

・
砂
浜

、
松

林
の

保
全
･復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
自
然

環
境

、
健

康
づ
く
り
の

た
め
の
海

岸
空
間

の
創
造

・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

堤
防

（
水

産
）

水
門
等

陸
閘
等

堤
防

地
域

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

自
然
利

用
ゾ
ー
ン

知
多
①

②

常
滑

大
谷

常
滑
市

住
宅
地

3
5
0

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

規
模
（
現

況
）

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

形
式

堤
防

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

ゾ
ー
ン

地
区

海
岸
名

受
益

地
域
そ
の
状
況

種
類

突
堤

消
波
堤

常
滑

苅
屋
漁
港

苅
屋

西
阿
野

西
阿

野
・
熊

野

堤
防

突
堤

護
岸

（
水
・

国
）

状
況

受
益
面

積
（
約

　
h
a）

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

離
岸
堤

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

消
波
堤

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

護
岸

（
水

産
）

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

護
岸

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

突
堤

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

消
波
堤

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

水
門
等

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

陸
閘
等

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

－ －

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

・
砂
浜

、
松

林
の

保
全
･復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
自
然

環
境

、
健

康
づ
く
り
の

た
め
の
海

岸
空
間

の
創
造

・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

突
堤

（
水
・

国
）

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

・
砂
浜

、
松

林
の

保
全
･復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
自
然

環
境

、
健

康
づ
く
り
の

た
め
の
海

岸
空
間

の
創
造

・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

－

傾
斜

式

－ － －

傾
斜

式

－ － － －

傾
斜

式

－ － － － －

傾
斜

式

地
区

番
号

2
9

3
0

3
1

3
2

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

常
滑

市
（
水
産

庁
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）
・

常
滑
市

（
水

産
庁
）
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維
持
又

は
修

繕
に
関

す
る
事

項
８
／
４
３

7
2

―

3
基

4
9
0

― ―

1
基

―

1
基 6
2

3
.6

～
4
.6

8
4
9

―

5
9

―

3
基

―

1
基

―

1
基

1
,2
7
0

4
.6

4
6
5

―

6
基

2
0
0

― ―

2
基

―

1
基

4
5
5

4
.5

7
0

―

3
基

5
6
0

―

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）
・

常
滑
市

（
水

産
庁
）

常
滑

市
（
水
産

庁
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

地
区

番
号

3
2

3
3

3
4

3
5

・
砂
浜

、
松

林
の

保
全
･復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
自
然

環
境

、
健

康
づ
く
り
の

た
め
の
海

岸
空
間

の
創
造

・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

－ － － － －－ － －

傾
斜

式

－ － － － －

消
波
堤

突
堤

（
水

産
）

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
に
一
程
度

、
機

能
点
検

を
実
施
す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク

の
沈
下

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

消
波
堤

（
水
・
国
）

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

水
門
等

（
水

産
）

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

陸
閘
等

（
水

産
）

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

・
砂
浜

、
松

林
の

保
全
･復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
自
然

環
境

、
健

康
づ
く
り
の

た
め
の
海

岸
空
間

の
創
造

・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

護
岸

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

突
堤

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

・
砂
浜

、
松

林
の

保
全
･復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
自
然

環
境

、
健

康
づ
く
り
の

た
め
の
海

岸
空
間

の
創
造

・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

・
砂
浜

、
松

林
の

保
全
･復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
自
然

環
境

、
健

康
づ
く
り
の

た
め
の
海

岸
空
間

の
創
造

・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進
・
海
水

浴
等

の
砂
浜

利
用
者

へ
の
配

慮

－

ゾ
ー
ン

地
区

海
岸
名

受
益

地
域
そ
の
状
況

種
類

坂
井

護
岸

突
堤

消
波
堤

水
門
等

陸
閘
等

陸
閘
等

水
門
等

状
況

受
益
面

積
（
約

　
h
a）

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

－ －

護
岸

突
堤

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

規
模
（
現

況
）

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

形
式

常
滑
市

住
宅
地

3
5
0

大
谷

常
滑

自
然
利

用
ゾ
ー
ン

知
多

①

美
浜

上
野
間

特
に
配
慮

す
る
事
項

海
岸
名

地
区
名

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
に
一
程
度

、
機

能
点
検

を
実
施
す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク

の
沈
下

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

小
鈴
谷

堤
防

地
域

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）
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維
持
又

は
修

繕
に
関

す
る
事

項
９
／
４
３

6
4
0

4
.5

4
4

4
.5

9
0

―

2
基

1
3
9

― ―

1
基

―

3
基

1
,9
8
0

4
.4

～
4
.5

3
9
0

―

1
3
基

―

1
基

―

1
基

1
,4
8
7

4
.3

～
4
.5

7
0

―

2
基

―

1
基

―

2
基

2
8
1

4
.5

5
0

―

1
基

6
2
2

3
.2

～
6
.4

2
8
0

―

7
基

―

1
基

美
浜

町
（
水
産

庁
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知

県
（
港
湾

局
）

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0

地
区

番
号

・
砂
浜

、
松

林
の

保
全
･復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
自
然

環
境

、
健

康
づ
く
り
の

た
め
の
海

岸
空
間

の
創
造

・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

・
砂
浜

、
松

林
の

保
全
･復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
自
然

環
境

、
健

康
づ
く
り
の

た
め
の
海

岸
空
間

の
創
造

・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進
・
海
水

浴
等

の
砂
浜

利
用
者

へ
の
配

慮

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

－ － － － －

・
砂
浜

、
松

林
の

保
全
･復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
自
然

環
境

、
健

康
づ
く
り
の

た
め
の
海

岸
空
間

の
創
造

・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

突
堤

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

水
門
等

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

点
検
を
行

い
、
適

切
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

護
岸

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

突
堤

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

水
門
等

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

陸
閘
等

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

護
岸

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

護
岸

突
堤

・
砂
浜

、
松

林
の

保
全
･復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
自
然

環
境

、
健

康
づ
く
り
の

た
め
の
海

岸
空
間

の
創
造

・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

－ － － － －－－ － －

・
砂
浜

、
松

林
の

保
全
･復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
自
然

環
境

、
健

康
づ
く
り
の

た
め
の
海

岸
空
間

の
創
造

・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進
・
歴
史

的
行

事
の
継

承

冨
具
崎
港

冨
具
崎

自
然
利

用
ゾ
ー
ン

知
多

①
美
浜
町

住
宅
地

3
5
0

護
岸

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

陸
閘
等

美
浜

野
間

美
浜

奥
田

突
堤

水
門
等

陸
閘
等

美
浜

野
間

・
奥
田

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

－ － －

ゾ
ー
ン

地
区

海
岸
名

受
益

地
域
そ
の
状
況

種
類

状
況

受
益
面

積
（
約

　
h
a）

護
岸

胸
壁

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

消
波
堤

水
門
等

突
堤

－

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

－

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

規
模
（
現

況
）

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

形
式

特
に
配
慮

す
る
事
項

上
野
間
漁

港
奥
田
、
上
野

間

海
岸
名

地
区
名

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

地
域

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）
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維
持
又

は
修

繕
に
関

す
る
事

項
１
０
／
４
３

1
,2
1
2

5
.2

～
5
.9

9
0

―

3
基

―

1
基

1
,4
7
8

4
.5

～
5
.5

1
2
5

―

4
基

3
,4
5
5

2
.1

～
5

4
7
5

―

7
基

2
5
0

―

3
基

―

3
基

1
,9
4
3

4
.7

～
5
.0

5
2
5

―

9
基

2
,2
1
9

4
.5

～
5
.3

7
0

―

1
基

4
8
0

―

5
基

2
9
0

― ―

1
基

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

南
知

多
町

（
港
湾

局
）

陸
閘
等

突
堤

南
知
多

町
愛

知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

突
堤

護
岸

突
堤

消
波
堤

護
岸

離
岸
堤

護
岸

特
に
配
慮

す
る
事
項

地
域

状
況

受
益
面

積
（
約

　
h
a）

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

自
然
利

用
ゾ
ー
ン

知
多

②

南
知
多

南
知
多

山
海

・
豊
浜

内
海

内
海
港

東
浜

・
千

鳥
ヶ
浜

内
海

・
山
海

4
4

4
5

4
1

4
2

4
3

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

点
検
を
行

い
、
適

切
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

－－ － － － － － － － － －

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

ゾ
ー
ン

地
区

海
岸
名

受
益

地
域
そ
の
状
況

種
類

規
模
（
現

況
）

形
式

海
岸
名

地
区
名

地
区

番
号

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
自
然

環
境

、
健

康
づ
く
り
の

た
め
の
海

岸
空
間

の
創
造

・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

美
浜
町

・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
自
然

環
境

、
健

康
づ
く
り
の

た
め
の
海

岸
空
間

の
創
造

・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進
・
海
水

浴
等

の
砂
浜

利
用
者

へ
の
配

慮

・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
自
然

環
境

、
健

康
づ
く
り
の

た
め
の
海

岸
空
間

の
創
造

・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
自
然

環
境

、
健

康
づ
く
り
の

た
め
の
海

岸
空
間

の
創
造

・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進
・
海
水

浴
等

の
砂
浜

利
用
者

へ
の
配

慮

・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
自
然

環
境

、
健

康
づ
く
り
の

た
め
の
海

岸
空
間

の
創
造

・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

点
検
を
行

い
、
適

切
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

－－ －

美
浜

小
野
浦

護
岸

突
堤

水
門
等

住
宅
地

1
4
0

突
堤

水
門
等

護
岸

離
岸
堤

－ －
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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
１
１
／
４
３

3
,2
9
2

3
.4

～
8
.2

8
7
2

―

2
2
2

―

2
0
7

―

5
基

1
,0
2
8

― ―

5
基

―

2
8
基

1
,8
9
9

5
.1

～
5
.9

8
1
2

―

7
8
9

3
.1

2
4
0

―

1
3
4

3
.9

1
7
8

―

1
3
4

― ―

1
基

―

9
基

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

陸
閘
等

消
波
堤

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

水
門
等

（
港

湾
）

－ － － － －

地
区
名

南
知
多

住
宅
地

1
4
0

傾
斜

式

－ － － － － － － － － －

形
式

豊
浜

堤
防

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

護
岸

愛
知

県
（
水
産

庁
）

豊
浜
漁
港

豊
浜

・
師
崎

護
岸

特
に
配
慮

す
る
事
項

ゾ
ー
ン

地
区

海
岸
名

受
益

地
域
そ
の
状
況

種
類

護
岸

（
水
・

国
）

胸
壁

（
港

湾
）

消
波
堤

（
水
・
国
）

自
然
利

用
ゾ
ー
ン

知
多

③

・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
海
岸

施
設

の
利
便

性
向
上

・
歴
史

的
行

事
の
継

承
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

地
区

番
号

地
域

状
況

受
益
面

積
（
約

　
h
a）

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

規
模
（
現

況
）

海
岸
名

消
波
堤

師
崎

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）
・

愛
知
県

（
港

湾
局
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

師
崎

・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
海
岸

施
設

の
利
便

性
向
上

・
歴
史

的
行

事
の
継

承
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

胸
壁

・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
海
岸

施
設

の
利
便

性
向
上

・
歴
史

的
行

事
の
継

承
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
海
岸

施
設

の
利
便

性
向
上

・
歴
史

的
行

事
の
継

承
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

護
岸

突
堤

消
波
堤

水
門
等

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

陸
閘
等

（
港

湾
）

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

師
崎
港

4
6

4
7

4
8

4
9

南
知
多

町

住
宅
地

3
2
0

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。
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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
１
２
／
４
３

1
,2
7
3

3
.0

～
5
.1

4
0
3

―

4
4
3

―

2
6
0

― ―

2
基

―

1
8
基

2
,4
0
9

1
.8

～
4
.5

1
2

―

1
基

―

4
基

―

1
1
基

自
然
利

用
ゾ
ー
ン

知
多

③

・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
海
岸

施
設

の
利
便

性
向
上

・
歴
史

的
行

事
の
継

承
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

陸
閘
等

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

護
岸

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

突
堤

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

水
門
等

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

大
井

－ － － － － －

護
岸

南
知

多
町

（
水
産

庁
）

愛
知

県
（
水
産

庁
）

大
井
漁
港

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

傾
斜

式

－ － －

胸
壁

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

消
波
堤

5
1

地
区
名

形
式

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

特
に
配
慮

す
る
事
項

ゾ
ー
ン

地
区

海
岸
名

受
益

地
域
そ
の
状
況

種
類

地
区

番
号

地
域

状
況

受
益
面

積
（
約

　
h
a）

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

規
模
（
現

況
）

海
岸
名

陸
閘
等

南
知
多

町
住
宅
地

3
2
0

・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
海
岸

施
設

の
利
便

性
向
上

・
歴
史

的
行

事
の
継

承
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

水
門
等

師
崎
漁
港

師
崎

・
片
名

5
0

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

堤
防
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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
１
３
／
４
３

9
9
8

3
.4

～
4
.5

1
,2
5
5

―

6
6
3

3
.9

1
3
5

―

4
基

5
3
0

―

4
3
8

― ―

1
基

―

2
基

1
,2
0
7

2
.6

～
4
.5

2
1
3

―

7
基

4
0
0

―

4
基

―

2
基

―

5
基

5
6
1

3
.8

～
4
.5

7
5

―

3
基 9
0

― ―

1
基

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

護
岸

陸
閘
等

5
3

傾
斜

式

－ －

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

消
波
堤

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

3
2
0

住
宅
地

南
知
多

町

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

－

豊
丘

5
4

・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
海
岸

施
設

の
利
便

性
向
上

・
歴
史

的
行

事
の
継

承
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
海
岸

施
設

の
利
便

性
向
上

・
歴
史

的
行

事
の
継

承
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

堤
防

消
波
堤

（
水
・
国
）

消
波
堤

（
共

管
）

水
門
等

（
水
・
国
）

水
門
等

（
共

管
）

突
堤

豊
丘

自
然
利

用
ゾ
ー
ン

知
多

④
美
浜

美
浜
町

住
宅
地

2
2
0

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

－

大
井

豊
丘
漁
港

南
知

多
町

(水
産

庁
）

ゾ
ー
ン

地
区

海
岸
名

受
益

地
域
そ
の
状
況

種
類

海
岸
名

地
区
名

護
岸

（
水
・

国
）

護
岸

（
共

管
）

師
崎

地
区

番
号

5
2

自
然
利

用
ゾ
ー
ン

知
多

④

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局
、

水
国
・
農

振
共
管

）

規
模
（
現

況
）

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

地
域

状
況

受
益
面

積
（
約

　
h
a）

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

形
式 －

突
堤

特
に
配
慮

す
る
事
項

・
砂
浜

・
松
林

の
保

全
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
海
岸

施
設

の
利
便

性
向
上

・
歴
史

的
行

事
の
継

承
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

－ － －－ － － － － －
護
岸

突
堤

離
岸
堤

－ －

水
門
等

陸
閘
等
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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
１
４
／
４
３

1
,3
9
3

4
.3

～
5
.0

2
6
1

―

2
7
5

―

4
基

4
1
0

― ―

2
基

6
9
5

4
.5

3
7
7

4
.5 ―

1
基

4
1
6

4
.5

6
0

―

3
基

3
9
0

― ―

1
基

4
4
2

4
.6

6
4

―

1
1
0

―

6
基

4
1
5

― ―

2
基

美
浜

河
和

堤
防

護
岸

突
堤

消
波
堤

水
門
等

胸
壁

河
和

・
浦

戸
・
古
布

堤
防

突
堤

美
浜

河
和
漁
港

水
門
等

豊
丘

・
古
布

堤
防

護
岸

突
堤

5
6

5
7

消
波
堤

河
和

・
浦

戸
・
古
布

護
岸

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

5
5

住
宅
地

美
浜
町

傾
斜

式

－－ － － － － －

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

自
然
利

用
ゾ
ー
ン

知
多

④

美
浜

ゾ
ー
ン

地
区

海
岸
名

受
益

地
域
そ
の
状
況

種
類

海
岸
名

地
区
名

地
区

番
号

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

規
模
（
現

況
）

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

地
域

状
況

受
益
面

積
（
約

　
h
a）

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

形
式

特
に
配
慮

す
る
事
項

・
砂
浜

・
松
林

の
保

全
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
海
岸

施
設

の
利
便

性
向
上

・
歴
史

的
行

事
の
継

承
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

・
砂
浜

・
松
林

の
保

全
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
海
岸

施
設

の
利
便

性
向
上

・
歴
史

的
行

事
の
継

承
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

・
砂
浜

・
松
林

の
保

全
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
海
岸

施
設

の
利
便

性
向
上

・
歴
史

的
行

事
の
継

承
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

・
砂
浜

・
松
林

の
保

全
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
海
岸

施
設

の
利
便

性
向
上

・
歴
史

的
行

事
の
継

承
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

傾
斜

式

－ －

傾
斜

式

－ － － －

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

5
8

2
2
0

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

美
浜
町

(水
産

庁
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

消
波
堤

水
門
等

陸
閘
等

－
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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
１
５
／
４
３

2
,3
4
6

3
.9

～
5
.8

1
0
3

―

5
基

1
,1
9
0

― ―

4
基

―

5
基

1
,2
5
5

3
.9

～
4
.6

2
8
5

―

1
0
基

1
,1
8
5

― ―

1
基

9
7
7

4
.5

～
4
.8

2
3
0

―

7
基

―

3
基

美
浜

自
然
利

用
ゾ
ー
ン

知
多

④

河
和
港

消
波
堤

水
門
等

陸
閘
等

6
0

6
1

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

ゾ
ー
ン

地
区

海
岸
名

受
益

地
域
そ
の
状
況

種
類

海
岸
名

地
区
名

地
区

番
号

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

規
模
（
現

況
）

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

地
域

状
況

受
益
面

積
（
約

　
h
a）

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

形
式

特
に
配
慮

す
る
事
項

北
方

・
布
土

護
岸

・
砂
浜

・
松
林

の
保

全
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
海
岸

施
設

の
利
便

性
向
上

・
歴
史

的
行

事
の
継

承
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

・
砂
浜

・
松
林

の
保

全
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
海
岸

施
設

の
利
便

性
向
上

・
歴
史

的
行

事
の
継

承
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

布
土

堤
防

突
堤

消
波
堤

水
門
等

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

－ － － －

・
砂
浜

・
松
林

の
保

全
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
海
岸

施
設

の
利
便

性
向
上

・
歴
史

的
行

事
の
継

承
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

－ － －－

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

5
9

北
方

・
河
和

護
岸

突
堤

2
2
0

－

突
堤

水
門
等

美
浜
町

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知

県
（
港
湾

局
）

－

傾
斜

式

住
宅
地

－
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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
１
６
／
４
３

1
,4
4
9

4
.2

～
5
.9

6
8
0

―

2
基

6
7
4

3
.4

～
5
.3 ―

1
基

4
,2
4
1

3
.1

～
5
.6

3
2
9

―

4
基

2
0
0

―

2
基

1
5
4

―

1
基 4
6

― ―

1
5
基

－ －

受
益

地
域
そ
の
状
況

突
堤

離
岸
堤

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

消
波
堤

篠
島
漁
港

－ － － －

6
2

6
3

6
4

－ －－ －

特
に
配
慮

す
る
事
項

・
砂
浜

・
松
林

の
保

全
、
復
元

・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
自
然

環
境

、
健

康
づ
く
り
の

た
め
の
海

岸
空
間

の
創
造

・
海
岸

施
設

の
利
便

性
向
上

・
歴
史

的
行

事
の
継

承
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

・
砂
浜

・
松
林

の
保

全
、
復
元

・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
自
然

環
境

、
健

康
づ
く
り
の

た
め
の
海

岸
空
間

の
創
造

・
海
岸

施
設

の
利
便

性
向
上

・
歴
史

的
行

事
の
継

承
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進
・
海
水

浴
等

の
砂
浜

利
用
者

へ
の
配

慮

師
崎

篠
島

離
岸
堤

地
区

番
号

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

護
岸

篠
島

　
2
5

日
間
賀

島
2
0

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

規
模
（
現

況
）

形
式

・
砂
浜

・
松
林

の
保

全
、
復
元

・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
用

へ
の
対

応
・
自
然

環
境

、
健

康
づ
く
り
の

た
め
の
海

岸
空
間

の
創
造

・
海
岸

施
設

の
利
便

性
向
上

・
歴
史

的
行

事
の
継

承
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進
・
海
水

浴
等

の
砂
浜

利
用
者

へ
の
配

慮

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

陸
閘
等

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

潜
堤

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

自
然
利

用
ゾ
ー
ン

知
多

⑤

日
間
賀
漁

港
日
間
賀

地
域

状
況

地
区
名

南
知
多

町
住
宅
地

ゾ
ー
ン

海
岸
名

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知

県
（
水
産

庁
）

南
知

多
町

（
水
産

庁
）

陸
閘
等

篠
島

護
岸

種
類

受
益
面

積
（
約

　
h
a）

護
岸
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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
１
７
／
４
３

4
,0
7
6

2
.6

～
5
.3

3
,0
1
9

－

2
,8
9
4

－

6
4
8

－

9
基

－

8
基

－

6
基

2
,0
0
5

4
.9

～
5
.0

2
3
0

5
.0

1
,2
0
0

5
.0

1
,1
8
3

5
.1

～
5
.3 －

2
基

7
8
9

2
.7

～
5
.9

2
,4
2
7

－

7
9
1

－ －

1
基

－

4
0
基

高
度
利

用
ゾ
ー
ン

衣
浦

港
ブ

ロ
ッ
ク
①

半
田
市

住
宅
地

工
場

9
1
0

堤
防

沢
田

新
田
・

塩
田

護
岸

突
堤

武
豊
町

水
門
等

衣
浦
港

半
田

堤
防

富
貴

・
武
豊

北
曲

輪
・
川

崎
堤
防

堤
防

水
門
等

陸
閘
等

堤
防

傾
斜

式

ゾ
ー
ン

種
類

区
域
名

海
岸
名

地
区
名

護
岸

水
門
等

陸
閘
等

半
田

胸
壁

新
浜

・
港

衣
浦
港

武
豊
・
半
田

北
曲

輪
・
川

崎
堤
防

規
模
（
現

況
）

地
域

状
況

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

受
益
面

積
（
約

　
h
a）

受
益

地
域
そ
の
状
況

特
に
配
慮

す
る
事
項

形
式

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

胸
壁

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
歴
史

的
資
産

の
保
護

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
歴
史

的
資
産

の
保
護

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
歴
史

的
資
産

の
保
護

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
歴
史

的
資
産

の
保
護

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
歴
史

的
資
産

の
保
護

－

傾
斜

式

傾
斜

式

傾
斜

式

傾
斜

式

－

傾
斜

式

－ － －－ － － －－

地
区

番
号

6
5

6
6

6
7

6
8

6
9

7
0

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

愛
知

県
（
港
湾

局
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知

県
（
港
湾

局
）
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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
１
８
／
４
３

6
6
0

6
.2 －

1
基

1
,2
1
5

5
.1

～
6
.6 －

2
基

1
,9
0
0

5
.4 －

2
基

7
1
7

3
.5

～
5
.9

1
,8
9
0

－ －

3
7
基

－

9
基

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

地
区

番
号

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

傾
斜

式

－

傾
斜

式

－

地
域

状
況

傾
斜

式

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
歴
史

的
資
産

の
保
護

・
海
水

浴
等
の

砂
浜
利

用
者

へ
の
配

慮

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
歴
史

的
資
産

の
保
護

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

－－

傾
斜

式

－

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

水
門
等

水
門
等

堤
防

護
岸

堤
防

堤
防

陸
閘
等

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

受
益
面

積
（
約

　
h
a）

受
益

地
域
そ
の
状
況

－

特
に
配
慮

す
る
事
項

形
式

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
歴
史

的
資
産

の
保
護

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
歴
史

的
資
産

の
保
護

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

胸
壁

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

ゾ
ー
ン

種
類

区
域
名

海
岸
名

地
区
名

規
模
（
現

況
）

康
衛
新

田

堤
防

陸
閘
等

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

高
度
利

用
ゾ
ー
ン

衣
浦

港
ブ

ロ
ッ
ク
①

半
田
市

9
1
0

住
宅
地

工
場

半
田

末
広

・
西
億

田

衣
浦
港

東
億
田

亀
崎

衣
浦
港

7
3

7
4

愛
知

県
（
農
村
振

興
局

）

愛
知

県
（
港
湾

局
）

7
1

7
2
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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
１
９
／
４
３

2
1
9

1
.5

～
6
.8

1
,9
7
4

－

9
5
4

4
.0

8
3

3
.9 －

2
基

1
,2
5
0

4
.0 －

1
基

7
7
2

4
.8

～
4
.9

1
,2
7
4

4
.6

～
4
.9

4
2

3
.8 －

1
基

9
8
5

4
.0 －

1
基

1
,3
7
8

3
.7

～
4
.1 －

1
基

6
0
0

4
.0 －

4
基

－

傾
斜

式

傾
斜

式

護
岸

水
門
等

堤
防

（
共

管
）

堤
防

（
共

管
）

堤
防

（
水
・

国
）

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
歴
史

的
資
産

の
保
護

傾
斜

式

－

傾
斜

式

－

傾
斜

式

傾
斜

式

－

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
歴
史

的
資
産

の
保
護

種
類

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局
、

水
国
・
農

振
共
管

）

愛
知

県
（
農
村
振

興
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局
、

水
国
・
農

振
共
管

）

水
門
等

（
共

管
）

特
に
配
慮

す
る
事
項

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

形
式

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
歴
史

的
資
産

の
保
護

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
歴
史

的
資
産

の
保
護

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

傾
斜

式
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
歴
史

的
資
産

の
保
護

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
歴
史

的
資
産

の
保
護

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
歴
史

的
資
産

の
保
護

8
2

7
9

地
域

規
模
（
現

況
）

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

－

傾
斜

式

傾
斜

式

－

傾
斜

式

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

状
況

堤
防

（
水
・

国
）

堤
防

水
門
等

（
共

管
）

堤
防

生
路

堤
防

堤
防

水
門
等

愛
知

県
（
港
湾

局
）

愛
知

県
（
農
村
振

興
局

）

衣
浦
港

8
1

大
津

崎
 

愛
知
県
（
港
湾
局

）

ゾ
ー
ン

高
度
利

用
ゾ
ー
ン

衣
浦

港
ブ

ロ
ッ
ク
②

藤
江

・
生
路

石
浜

海
岸
名

地
区

名

東
浦

刈
谷
市

衣
浦
港

洲
の
崎

東
浦

地
区

番
号

7
5

7
6

7
7

7
8

区
域
名

受
益

地
域
そ
の
状
況 受
益
面

積
（
約

　
h
a）

小
垣
江

水
門
等

堤
防

堤
防

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

水
門
等

1
,8
0
0

東
浦
町

住
宅
地

工
場

農
地

衣
浦
港

藤
江

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
歴
史

的
資
産

の
保
護

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

8
0

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

－

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

東
浦

衣
崎

刈
谷
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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
２
０
／

４
３

5
,0
0
5

3
.9

2
0

4
.0 －

7
基

－

1
基

－

1
基

住
宅
地

工
場

農
地

1
,8
0
0

－

巡
視

要
領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実

施
し
、
予

防
保
全

の
考

え
に

基
づ
き
計

画
的
な
維

持
修

繕
を
行
う
。

空
洞

化
等
が

確
認
さ
れ

た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波

や
高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操

作
が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波

や
高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操

作
が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

陸
閘
等

（
水
・
国
）

水
門
等

（
農

振
）

堤
防

（
農

振
）

水
門
等

（
水
・
国
）

受
益

地
域
そ
の
状
況

高
浜

吉
浜

・
高
浜

高
浜
市

堤
防

（
水
・

国
）

8
3

受
益
面

積
（
約

　
h
a）

海
岸
名

地
区

名

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）
・

愛
知
県

（
農
村

振
興
局

）

地
区

番
号

高
度
利

用
ゾ
ー
ン

衣
浦

港
ブ

ロ
ッ
ク
②

ゾ
ー
ン

区
域
名

地
域

規
模
（
現

況
）

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

状
況

種
類

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

特
に
配
慮

す
る
事
項

形
式

延
長
(m

)
施

設
数

（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の

確
保

・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
歴
史

的
資
産

の
保
護

傾
斜

式

直
立

式

－ －

巡
視

要
領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実

施
し
、
予

防
保
全

の
考

え
に

基
づ
き
計

画
的
な
維

持
修

繕
を
行
う
。

空
洞

化
等
が

確
認
さ
れ

た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波

や
高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操

作
が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

3
.
9
～

4
.2
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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
２
1／

４
３

1
3
3
2

4
.1

～
4
.7

4
4
9

－ －

2
基

－

1
2
基

5
6
2

4
.2

～
4
.6

1
,5
6
8

－

5
7
9

－ －

1
基

－

2
基

1
,5
1
0

4
.1

～
4
.6 －

4
基

1
,7
6
1

3
.9

～
4
.7 －

3
基

－

2
基

8
0
0

4
.0

～
4
.6 －

1
基

－

2
基

ゾ
ー
ン

護
岸

水
門
等

高
度
利

用
ゾ
ー
ン

衣
浦

港
ブ

ロ
ッ
ク
③

陸
閘
等

護
岸

水
門
等

陸
閘
等

新
須
磨

堤
防

護
岸

水
門
等

陸
閘
等

衣
浦
港

護
岸

陸
閘
等

新
川

碧
南
市

住
宅
地

工
場

農
地

高
浜

護
岸

胸
壁

地
域

状
況

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

種
類

規
模
（
現

況
）

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

特
に
配
慮

す
る
事
項

区
域
名

受
益

地
域
そ
の
状
況 受
益
面

積
（
約

　
h
a）

3
9
0

海
岸
名

地
区
名

形
式

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

高
浜
市

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

水
門
等

陸
閘
等

浜
寺

胸
壁

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

－ －－

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
歴
史

的
資
産

の
保
護

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
歴
史

的
資
産

の
保
護

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

－－

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

－ － － －

傾
斜

式

－ － － －－ － － － －

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

愛
知

県
（
港
湾

局
）

愛
知

県
（
港
湾

局
）

愛
知

県
（
港
湾

局
）

愛
知

県
（
港
湾

局
）

地
区

番
号

8
4

8
5

8
6

8
7
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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
２
２
／
４
３

4
2
2

2
.0

～
4
.6

6
7
6

－

3
1
7

－ －

6
基

－

1
0
基

ゾ
ー
ン

住
宅
地

工
場

農
地

高
度
利

用
ゾ
ー
ン

衣
浦

港
ブ

ロ
ッ
ク
③

地
域

状
況

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

種
類

規
模
（
現

況
）

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

特
に
配
慮

す
る
事
項

区
域
名

受
益

地
域
そ
の
状
況 受
益
面

積
（
約

　
h
a）

3
9
0

海
岸
名

地
区
名

形
式

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

大
浜
漁
港

北
川

碧
南
市

堤
防

傾
斜

式

－ －

水
門
等

陸
閘
等

胸
壁

－

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

－

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

護
岸

－

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

愛
知

県
（
水
産

庁
）

地
区

番
号

8
8
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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
２
３
／
４
３

4
5
2

4
.4 －

1
基

1
,7
6
0

4
.0

～
4
.2 －

1
基

5
6
0

5
.0

6
0

5
.0 －

1
基

4
,4
8
1

6
.3 －

1
基

3
,1
3
9

6
.3 －

1
基

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局
、

農
村
振
興

局
）

愛
知

県
（
農
村
振

興
局

）

9
3

地
区

番
号

8
9

9
0

9
1

9
2

傾
斜

型

－

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

－

直
立

型

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

－

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

受
益

地
域
そ
の
状
況

傾
斜

型

－

傾
斜

型

－

傾
斜

型

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

ゾ
ー
ン

地
域

状
況

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

種
類

海
岸
名

地
区

名

規
模
（
現

況
）

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

区
域
名

傾
斜

型

受
益
面

積
（
約

　
h
a）

形
式

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

水
門
等

西
尾

堤
防

（
水
・

国
）

碧
南

堤
防

水
門
等

堤
防

愛
知

県
（
農
村
振

興
局

）

衣
浦
港

西
尾
市

高
度
利

用
ゾ
ー
ン

衣
浦

港
ブ

ロ
ッ
ク
④

堤
防

（
農

振
）

水
門
等

（
農

振
）

前
浜
新

田

碧
南

碧
南
市

北
川

堤
防

水
門
等

竜
宮

・
権
現

堤
防

陸
閘
等

住
宅
地

農
地

1
,4
0
0

特
に
配
慮

す
る
事
項

－－ －－ －
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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
２
４
／
４
３

2
3
6

5
.3 －

1
基

3
,7
0
5

3
.9

～
4
.9 －

1
基 3
0

4
.5 －

1
基 3
0

4
.0 －

1
基 3
0

4
.0 －

1
基

1
,6
0
2

1
.4

～
4
.1

1
1
4

－ －

1
基

－

2
基

1
,6
4
4

3
.9

特
に
配
慮

す
る
事
項

－ － － － － － －

高
度
利

用
ゾ
ー
ン

衣
浦

港
ブ

ロ
ッ
ク
⑤

住
宅
地

農
地

西
尾

衣
浦
港

衣
浦
港

西
尾

9
7

9
8

9
9

1
0
0

－

傾
斜

式

－

傾
斜

式

－

奥
田

・
平
坂

堤
防

水
門
等

寺
津

平
坂

胸
壁

堤
防

水
門
等

堤
防

市
川

堤
防

水
門
等

小
栗

護
岸

水
門
等

陸
閘
等

西
尾
市

水
門
等

堤
防

水
門
等

4
,7
0
0

西
小
那

海
岸
名

地
区

名
地
域

状
況

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

－

傾
斜

式

－

地
区

番
号

9
4

9
5

9
6

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

区
域
名

受
益

地
域
そ
の
状
況 受
益
面

積
（
約

　
h
a）

堤
防

奥
田

傾
斜

式

ゾ
ー
ン

種
類

規
模
（
現

況
）

形
式

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

－ － － －

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

愛
知

県
（
農
村
振

興
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知

県
（
農
村
振

興
局

）

愛
知

県
（
農
村
振

興
局

）

愛
知

県
（
農
村
振

興
局

）

愛
知

県
（
港
湾

局
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）
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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
２
５
／
４
３

1
,6
9
6

2
.4

～
4
.4

6
0

4
.0

4
5
3

2
.4

～
4
.4

5
0

－

2
基

－

1
基

－

1
基

1
,0
4
3

4
.5

～
5
.1 －

1
基

1
4
0

5
.0 －

1
基

7
4
0

4
.5

～
5
.4

9
6

4
.5 －

1
基

8
8
0

4
.1

～
5
.9 －

7
基

特
に
配
慮

す
る
事
項

－－ － －－

高
度
利

用
ゾ
ー
ン

衣
浦

港
ブ

ロ
ッ
ク
⑤

西
尾
市

栄
生
漁
港

西
尾

衣
浦
港

住
宅
地

農
地

1
0
4

寺
津

・
巨

海
・
中
根

堤
防

（
水

産
）

突
堤
(水

産
）

4
,7
0
0

水
門
等

（
農

振
）

堤
防

中
根

堤
防

中
根

堤
防

水
門
等

水
門
等

（
農

振
）

堤
防

（
農

振
）

陸
閘
等

1
0
5

寺
津
漁
港

水
門
等

1
0
2

1
0
3

1
0
1

堤
防

（
農

振
）

水
門

等
(水

産
）

治
明

中
根

堤
防

（
水

産
）

胸
壁

（
水

産
）

海
岸
名

地
区

名
地
域

状
況

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

地
区

番
号

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

区
域
名

受
益

地
域
そ
の
状
況 受
益
面

積
（
約

　
h
a）

ゾ
ー
ン

種
類

規
模
（
現

況
）

形
式

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

傾
斜

式

傾
斜

式

傾
斜

式

－ － － － －

傾
斜

式

－

傾
斜

式

－

傾
斜

式

直
立

式

－

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

西
尾

市
(水

産
庁
）

・
愛
知

県
（
農
村
振

興
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知

県
（
農
村
振

興
局

）

西
尾

市
(水

産
庁
）

・
愛
知

県
（
農
村
振

興
局

）

西
尾
市

(水
産

庁
）
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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
２
６
／
４
３

2
,1
4
8

6
.0

3
0

5
.6

3
0

5
.8

6
0
0

－

2
4
基

－

2
基

－

1
基

－

1
基

9
9
4

5
.4

～
5
.9

7
9
.8

－

3
基

－

1
基 7
0

5
.8 －

1
基

特
に
配
慮

す
る
事
項

－ －－ －

高
度
利

用
ゾ
ー
ン

衣
浦

港
ブ

ロ
ッ
ク
⑤

西
尾
市

1
0
8

衣
浦
港

細
川

味
沢
漁
港

細
川

堤
防

水
門
等

住
宅
地

農
地

堤
防

突
堤

水
門
等

堤
防

（
水
・

国
）

突
堤

（
水
・

国
）

水
門
等

（
水
・
国
）

1
0
6

1
0
7

堤
防

（
農

振
）

堤
防

（
共

管
）

水
門
等

（
共

管
）

水
門
等

（
農

振
）

細
川

一
色

海
岸
名

地
区

名
地
域

状
況

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

地
区

番
号

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

区
域
名

受
益

地
域
そ
の
状
況 受
益
面

積
（
約

　
h
a）

ゾ
ー
ン

種
類

規
模
（
現

況
）

4
,7
0
0

形
式

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

－ －

傾
斜

式

－

傾
斜

式

傾
斜

式

－ － － －

傾
斜

式

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局
、

水
国
・
農

振
共
管

）

西
尾

市
（
水
産

庁
）

愛
知

県
（
農
村
振

興
局

）

海
岸
管

理
者

（
所

管
）
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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
２
７
／
４
３

1
,1
4
2

5
.8

～
6
.0

2
0

5
.8

3
3
5

－

1
3
基

－

1
基

－

1
基 3
5

5
.9 －

1
基

5
,1
5
8

5
.8

2
3
5

4
.9

～
5
.9

6
6
5

5
.8

2
5

－

1
基

－

1
基

－

5
基

－

6
基

自
然
利

用
ゾ
ー
ン

蒲
郡

・
幡
豆

ブ
ロ
ッ
ク
①

西
尾
市

住
宅
地

農
地

5
,2
0
0

・
干
潟

・
藻
場

の
保
全

・
復
元

・
生
物

生
息
環

境
の
保

全
・
漁
場

の
持
続

的
利
用

の
促

進

・
干
潟

・
藻
場

の
保
全

・
復
元

・
生
物

生
息
環

境
の
保

全
・
漁
場

の
持
続

的
利
用

の
促

進

・
干
潟

・
藻
場

の
保
全

・
復
元

・
生
物

生
息
環

境
の
保

全
・
漁
場

の
持
続

的
利
用

の
促

進

ゾ
ー
ン

海
岸
名

堤
防

（
水
・

国
）

突
堤

（
水
・

国
）

堤
防

堤
防

（
共

管
）

水
門
等

（
共

管
）

水
門
等

堤
防

（
水

産
）

堤
防

（
農

振
）

区
域
名

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

形
式

地
域

状
況

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

種
類

規
模
（
現

況
）

受
益

地
域
そ
の
状
況 受
益
面

積
（
約

　
h
a）

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

特
に
配
慮

す
る
事
項

細
川

・
小
薮

一
色

・
藤

江
・
生
田

一
色

水
門
等

（
水
・
国
）

水
門
等

（
農

振
）

突
堤

（
水

産
）

陸
閘
等

（
水

産
）

水
門
等

（
水

産
）

一
色
漁
港

一
色

・
藤

江
・
生
田

地
区

名

－ － －

傾
斜

式

傾
斜

式

－

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

－

地
区

番
号

1
0
9

1
1
0

1
1
1

－

傾
斜

式

－

傾
斜

式

傾
斜

式
直
立

式
(酒

手
島

)

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局
、

水
国
・
農

振
共
管

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知

県
（
水
産

庁
）

・
愛
知

県
（
農
村
振

興
局

）

－
胸
壁

（
水

産
）

－
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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
２
８
／
４
３

2
,2
3
9

5
.9

5
2

5
.8

3
8
0

－

1
7
基

－

1
基

－

1
基 4
0

5
.8 －

1
基

4
6
4

5
.8 －

1
基

2
,1
7
4

5
.8

～
6
.0

3
0

5
.5

2
5
0

－

1
1
基

－

2
基

－

1
基

自
然
利

用
ゾ
ー
ン

蒲
郡

・
幡
豆

ブ
ロ
ッ
ク
①

西
尾
市

住
宅
地

農
地

5
,2
0
0

水
門
等

（
水
・
国
）

堤
防

（
共

管
）

堤
防

（
水
・

国
）

・
干
潟

・
藻
場

の
保
全

・
復
元

・
生
物

生
息
環

境
の
保

全
・
漁
場

の
持
続

的
利
用

の
促

進

・
干
潟

・
藻
場

の
保
全

・
復
元

・
生
物

生
息
環

境
の
保

全
・
漁
場

の
持
続

的
利
用

の
促

進

・
干
潟

・
藻
場

の
保
全

・
復
元

・
生
物

生
息
環

境
の
保

全
・
漁
場

の
持
続

的
利
用

の
促

進

・
干
潟

・
藻
場

の
保
全

・
復
元

・
生
物

生
息
環

境
の
保

全
・
漁
場

の
持
続

的
利
用

の
促

進

生
田

・
千

間
・
吉
田

突
堤

（
水
・

国
）

水
門
等

（
共

管
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局
、

水
国
・
農

振
共
管

）

ゾ
ー
ン

海
岸
名

衣
崎
漁
港

突
堤

（
水
・

国
）

水
門
等

（
共

管
）

堤
防

堤
防

水
門
等

一
色

愛
知

県
（
農
村
振

興
局

）

西
尾

市
（
水
産

庁
）

生
田

水
門
等

真
野

一
色

区
域
名

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

形
式

地
域

状
況

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

種
類

規
模
（
現

況
）

受
益

地
域
そ
の
状
況 受
益
面

積
（
約

　
h
a）

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

特
に
配
慮

す
る
事
項

生
田

堤
防

（
共

管
）

地
区

名

傾
斜

式

傾
斜

式

－ －

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

堤
防

（
水
・

国
）

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

地
区

番
号

1
1
2

1
1
3

1
1
4

1
1
5

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局
、

水
国
・
農

振
共
管

）

－－

傾
斜

式

－

傾
斜

式

－

傾
斜

式

傾
斜

式

－ －
水

門
等

（
水
・
国
）



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
２
９
／
４
３

1
3
0

6
.0

5
0

－

2
基

3
,3
1
3

5
.1

～
5
.9

2
5
0

5
.1

～
5
.8

4
9
0

－

2
0
基

－

6
基

－

6
基

1
2
8

5
.8

9
7
0

5
.5 －

1
基

－

7
基

水
門
等

－

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

自
然
利

用
ゾ
ー
ン

蒲
郡

・
幡
豆

ブ
ロ
ッ
ク
①

西
尾
市

住
宅
地

農
地

5
,2
0
0

水
門
等

（
水
・
国
）

護
岸

吉
田

・
白

浜
・
宮
崎

堤
防

陸
閘
等

堤
防

（
共

管
）

・
干
潟

・
藻
場

の
保
全

・
復
元

・
生
物

生
息
環

境
の
保

全
・
漁
場

の
持
続

的
利
用

の
促

進

・
干
潟

・
藻
場

の
保
全

・
復
元

・
生
物

生
息
環

境
の
保

全
・
漁
場

の
持
続

的
利
用

の
促

進

・
干
潟

・
藻
場

の
保
全

・
復
元

・
生
物

生
息
環

境
の
保

全
・
漁
場

の
持
続

的
利
用

の
促

進

生
田

・
千

間
・
吉
田

堤
防

吉
田

堤
防

（
水
・

国
）

突
堤

（
水
・

国
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局
、

水
国
・
農

振
共
管

）

ゾ
ー
ン

海
岸
名

吉
良

吉
田
港

突
堤

区
域
名

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

形
式

地
域

状
況

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

種
類

規
模
（
現

況
）

受
益

地
域
そ
の
状
況 受
益
面

積
（
約

　
h
a）

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

特
に
配
慮

す
る
事
項

地
区

名

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

1
1
7

1
1
8

地
区

番
号

1
1
6

－

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

愛
知

県
（
港
湾

局
）

－－ －

傾
斜

式

水
門
等

（
共

管
）

傾
斜

式

－

傾
斜

式

傾
斜

型

－
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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
３
０
／
４
３

1
,0
4
5

4
.3

～
7
.4

3
2
6

－

2
基 6
4

－

1
基

－

6
基

5
7
7

4
.3

9
0

－

3
基

3
6
0

－

4
基

4
1
3

5
.0

7
0

－

1
基

8
7
8

5
.0

～
5
.8

6
1
9

－ －

1
基

－

5
基

西
尾

市
（
水
産

庁
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知

県
（
水
産

庁
）

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

－ － － － － － － － －

傾
斜

式

－ － －

護
岸

突
堤

離
岸
堤

陸
閘
等

堤
防

護
岸

水
門
等

陸
閘
等

護
岸

突
堤

護
岸

突
堤

離
岸
堤

特
に
配
慮

す
る
事
項

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

吉
良

・
干
潟

・
藻
場

の
保

全
・
復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
観
光

資
源

の
活
用

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
要

へ
の
対

応
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進
・
海
水

浴
等

の
砂
浜

利
用
者

へ
の
配

慮

・
干
潟

・
藻
場

の
保

全
・
復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
観
光

資
源

の
活
用

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
要

へ
の
対

応
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進
・
海
水

浴
等

の
砂
浜

利
用
者

へ
の
配

慮

4
2
0

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

宮
崎

宮
崎

・
鳥
羽

住
宅
地

1
1
9

1
2
0

1
2
1

幡
豆

宮
崎

・
鳥
羽

西
尾
市

ゾ
ー
ン

地
域

状
況

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

種
類

規
模
（
現

況
）

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

区
域
名

受
益

地
域
そ
の
状
況 受
益
面

積
（
約

　
h
a）

海
岸
名

地
区

名
形
式

地
区

番
号

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

1
2
2

自
然
利

用
ゾ
ー
ン

蒲
郡

・
幡
豆

ブ
ロ
ッ
ク
②

西
幡
豆
漁

港
鳥
羽

宮
崎
漁
港

・
干
潟

・
藻
場

の
保

全
・
復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
観
光

資
源

の
活
用

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
要

へ
の
対

応
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

・
干
潟

・
藻
場

の
保

全
・
復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
観
光

資
源

の
活
用

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
要

へ
の
対

応
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進
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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
３
１
／
４
３

4
1
4

5
.0

2
0

5
.0

1
3
4

－

2
0

－

1
基

－

2
基

－

1
基

5
5
8

4
.4

3
0

4
.9

1
9
0

－

7
基

－

1
基

－

1
基

1
5
4

5
.0 －

1
基

6
6
3

5
.0

～
5
.8

1
,3
3
4

－

4
0

－

1
基

－

1
4
基

・
干
潟

・
藻
場

の
保

全
・
復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
観
光

資
源

の
活
用

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
要

へ
の
対

応
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

堤
防

（
共

管
）

水
門
等

（
水
・
国
）

水
門
等

（
共

管
）

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

・
干
潟

・
藻
場

の
保

全
・
復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
観
光

資
源

の
活
用

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
要

へ
の
対

応
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

・
干
潟

・
藻
場

の
保

全
・
復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
観
光

資
源

の
活
用

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
要

へ
の
対

応
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

・
干
潟

・
藻
場

の
保

全
・
復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
観
光

資
源

の
活
用

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
要

へ
の
対

応
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

自
然
利

用
ゾ
ー
ン

蒲
郡

・
幡
豆

ブ
ロ
ッ
ク
②

堤
防

（
共

管
）

護
岸

（
水
・

国
）

突
堤

（
水
・

国
）

水
門
等

（
共

管
）

水
門
等

（
水
・
国
）

鳥
羽

鳥
羽

・
西
幡

豆
突
堤

（
水
・

国
）

水
門
等

住
宅
地

西
尾
市

寺
部

・
西
幡

豆

堤
防

護
岸

突
堤

陸
閘
等

西
幡
豆

西
幡
豆
漁

港

幡
豆

1
2
3

1
2
4

1
2
5

堤
防

（
水
・

国
）

堤
防

（
水
・

国
）

堤
防

4
2
0

ゾ
ー
ン

地
域

状
況

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

種
類

規
模
（
現

況
）

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

区
域
名

受
益

地
域
そ
の
状
況 受
益
面

積
（
約

　
h
a）

海
岸
名

地
区

名
形
式

地
区

番
号

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

特
に
配
慮

す
る
事
項

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

傾
斜

式

傾
斜

式

－ － － －

傾
斜

式

傾
斜

式

－ － －

傾
斜

式

－

傾
斜

式

－ － －

1
2
6

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局
、

水
国
・
農

振
共
管

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局
、

水
国
・
農

振
共
管

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知

県
（
水
産

庁
）
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に
関

す
る
事

項
３
２
／
４
３

6
6
5

4
.0

1
2
0

－

2
基

2
0
0

－

2
基

4
8
0

6
.0

2
,3
9
5

6
.3

2
,0
5
7

－

7
5

－

3
基

－

4
基

－

4
5
基

3
2
4

5
.8

5
7
5

6
.2

2
4
8

4
.4

～
6
.0

3
5
2

－ －

1
基

－

1
基

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）
1
2
7

1
2
8

1
2
9

1
3
0

1
3
1

1
3
2

愛
知

県
（
港
湾

局
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

傾
斜

式

－ － －－ －

傾
斜

式

－ － － － － －－ －

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

4
2
0

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

特
に
配
慮

す
る
事
項

ゾ
ー
ン

地
域

状
況

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

種
類

規
模
（
現

況
）

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

区
域
名

受
益

地
域
そ
の
状
況 受
益
面

積
（
約

　
h
a）

海
岸
名

地
区

名
形
式

地
区

番
号

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

東
幡
豆
港

突
堤

水
門
等

陸
閘
等

護
岸

東
幡
豆
港

寺
部

護
岸

住
宅
地

護
岸

幡
豆

東
幡
豆
港

堤
防

愛
知

県
（
港
湾

局
）

愛
知

県
（
港
湾

局
）

幡
豆

西
浦

蒲
郡

東
幡

豆
・
西

浦

緑
ヶ
崎

離
岸
堤

突
堤

護
岸

寺
部

中
芝

自
然
利

用
ゾ
ー
ン

蒲
郡

・
幡
豆

ブ
ロ
ッ
ク
②

護
岸

堤
防

護
岸

水
門
等

陸
閘
等

西
尾
市

蒲
郡
市

・
干
潟

・
藻
場

の
保

全
・
復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
観
光

資
源

の
活
用

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
要

へ
の
対

応
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

・
干
潟

・
藻
場

の
保

全
・
復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
観
光

資
源

の
活
用

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
要

へ
の
対

応
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

・
干
潟

・
藻
場

の
保

全
・
復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
観
光

資
源

の
活
用

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
要

へ
の
対

応
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進
・
海
水

浴
等

の
砂
浜

利
用
者

へ
の
配

慮

・
干
潟

・
藻
場

の
保

全
・
復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
観
光

資
源

の
活
用

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
要

へ
の
対

応
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

・
干
潟

・
藻
場

の
保

全
・
復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
観
光

資
源

の
活
用

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
要

へ
の
対

応
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

・
干
潟

・
藻
場

の
保

全
・
復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
観
光

資
源

の
活
用

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
要

へ
の
対

応
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。
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持
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修

繕
に
関

す
る
事

項
３
３
／
４
３

5
1
6

1
.7

～
5
.3

6
4

1
.7

～
4
.0

4
6
2

1
.7

～
4
.0 －

3
基

－
8
基

2
5
0

6
.3

1
,3
4
2

2
.3

～
7
.1

1
7
2

－

3
6
9

－

3
基

2
9
0

－

2
基

1
9
0

－

2
基

6
3
5

－ －
1
0
基

4
,2
9
2

1
.6

～
4
.8

5
8
2

－

6
基

－
8
基

3
,0
1
0

3
.2

～
3
.5

1
,0
6
7

3
.1

傾
斜

式

1
3
5

1
3
6

1
3
7

1
3
8

1
3
3

1
3
4

愛
知

県
（
水
産

庁
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

蒲
郡

市
（
港
湾

局
）

西
尾

市
（
水
産

庁
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知

県
（
農
村
振

興
局

）

－ －

傾
斜

式

－ － － － － － － － －

傾
斜

式

－ － － －

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

護
岸

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

住
宅
地

5
0

4
2
0

護
岸

堤
防

胸
壁

巡
視
要

領
等

に
従
い
、
台
風

等
の
被

害
が
懸

念
さ
れ
る
場

合
に
巡

視
を
行
う
。
ま
た
、
施
設
状

況
に
合

わ
せ
、
予

防
保
全

等
の

計
画
的

な
維
持

修
繕
に
努

め
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

特
に
配
慮

す
る
事
項

ゾ
ー
ン

地
域

状
況

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

種
類

規
模
（
現

況
）

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

区
域
名

受
益

地
域
そ
の
状
況 受
益
面

積
（
約

　
h
a）

海
岸
名

地
区

名
形
式

地
区

番
号

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

佐
久
島
漁

港

自
然
利

用
ゾ
ー
ン

蒲
郡

・
幡
豆

ブ
ロ
ッ
ク
③

西
浦

知
柄
漁
港

蒲
郡

倉
舞

倉
舞
港

一
色

佐
久
島

吉
良

梶
島

赤
見
山

西
尾
市

佐
久
島

住
宅
地

護
岸

突
堤

陸
閘
等

護
岸

水
門
等

陸
閘
等

自
然
利

用
ゾ
ー
ン

蒲
郡

・
幡
豆

ブ
ロ
ッ
ク
②

蒲
郡
市

護
岸

陸
閘
等

突
堤

離
岸
堤

消
波
工

堤
防

・
干
潟

・
藻
場

の
保

全
・
復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
観
光

資
源

の
活
用

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
要

へ
の
対

応
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

・
干
潟

・
藻
場

の
保

全
・
復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
観
光

資
源

の
活
用

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
要

へ
の
対

応
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進
・
海
水

浴
等

の
砂
浜

利
用
者

へ
の
配

慮

・
干
潟

・
藻
場

の
保

全
・
復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
観
光

資
源

の
活
用

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
要

へ
の
対

応
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

・
干
潟

・
藻
場

の
保

全
・
復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
観
光

資
源

の
活
用

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
要

へ
の
対

応
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

・
干
潟

・
藻
場

の
保

全
・
復

元
・
生
物

生
息

環
境
の

保
全

・
観
光

資
源

の
活
用

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
要

へ
の
対

応
・
漁
場

の
持

続
的
利

用
の
促

進

胸
壁

潜
堤

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。
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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
３
４
／
４
３

7
3
7

2
.1

～
4
.7

2
,2
3
0

6
.3

6
0
0

－

1
,0
4
2

3
.1

～
5
.5

1
6
0

－

1
,0
3
3

－ －

4
基

－

2
0
基

1
3
2

1
.5

2
6

－

1
基

6
9
0

5
.6 －

2
基

4
3
1

4
.6 －

1
基

蒲
郡
市

傾
斜

式

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

水
門
等

－

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

－

直
立

式
傾
斜

式

住
宅
地

1
7
0

堤
防

堤
防

護
岸

（
港

湾
）

消
波
工

（
水
・
国
）

堤
防

水
門
等

堤
防

堤
防

（
水
・

国
）

直
立

式
傾
斜

式

種
類

水
門
等

陸
閘
等

突
堤

－

傾
斜

式

傾
斜

式

－－ － －

傾
斜

式

－

胸
壁

護
岸

高
度
利

用
ゾ
ー
ン

三
河

港
ブ

ロ
ッ
ク
①

蒲
郡

形
原
漁
港

三
河
港

ゾ
ー
ン

区
域
名

1
4
2

春
日
浦

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

1
4
1

地
区

名

1
3
9

1
4
0

形
原

西
浦

形
原

地
区

番
号

地
域

状
況

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

規
模
（
現

況
）

受
益

地
域
そ
の
状
況 受
益
面

積
（
約

　
h
a）

形
式

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

海
岸
名

特
に
配
慮

す
る
事
項

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

・
干
潟

の
保
全

、
復

元
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
干
潟

の
保
全

、
復

元
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
干
潟

の
保
全

、
復

元
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
干
潟

の
保
全

、
復

元
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
干
潟

の
保
全

、
復

元
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

・
干
潟

の
保
全

、
復

元
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知

県
（
水
産

庁
）

愛
知

県
（
港
湾

局
）

1
4
3

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）
形
原

・
鹿
島

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）
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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
３
５
／
４
３

1
,1
2
0

4
.7

～
5
.5 －

3
基

7
6
5

3
.1

～
4
.3

4
0

4
.6

5
5

－

1
基 5
0

－

1
基

－

1
基

－
4
.6

7
6
9

5
.6 －

1
基

9
4
8

3
.6

～
3
.7

1
1
0

3
.2

1
2
0

4
.6

6
1
9

4
.5

～
6
.5 －

1
基

－

1
基

・
干
潟

の
保
全

、
復

元
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

堤
防

（
水
・

国
）

傾
斜

式

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

特
に
配
慮

す
る
事
項

・
干
潟

の
保
全

、
復

元
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
干
潟

の
保
全

、
復

元
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
干
潟

の
保
全

、
復

元
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
干
潟

の
保
全

、
復

元
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
干
潟

の
保
全

、
復

元
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

・
干
潟

の
保
全

、
復

元
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の
確

保
・
海
岸

施
設
の

親
水
性

向
上

傾
斜

式

－

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

－ －

傾
斜

式

傾
斜

式

－ －

高
度
利

用
ゾ
ー
ン

三
河

港
ブ

ロ
ッ
ク
②

形
原

鹿
島

拾
石

竹
谷

・
捨
石

三
河
港

蒲
郡

三
河
港

拾
石

・
竹
の

谷

鹿
島

・
拾
石

1
4
8

1
5
0

1
4
4

1
4
5

1
4
6

1
4
7

1
4
9

竹
の

谷

ゾ
ー
ン

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

区
域
名

受
益

地
域
そ
の
状
況 受
益
面

積
（
約

　
h
a）

形
式

海
岸
名

地
区

名
地
域

状
況

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

種
類

規
模
（
現

況
）

地
区

番
号

－ － －

傾
斜

式

傾
斜

式

直
立

式
傾
斜

式

－

突
堤

（
共

管
）

－

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

堤
防

（
共

管
）

陸
閘
等

水
門
等

堤
防

（
共

管
）

水
門
等

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

愛
知

県
（
港
湾

局
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局
、

水
国
・
農

振
共
管

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知

県
（
港
湾

局
）

蒲
郡
市

水
門
等

（
共

管
）

堤
防

堤
防

堤
防

（
水
・

国
）

住
宅
地

商
業
地

1
6
0

護
岸

堤
防

陸
閘
等

突
堤

（
水
・

国
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局
、

水
国
・
農

振
共
管

）
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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
３
６
／
４
３

1
,0
1
2

2
.6

～
4
.7

1
,4
2
4

－ －
1
基

－
1
4
基

1
6
0

3
.7

～
4
.7

1
,7
5
0

－ －
4
基

－
2
8
基

5
3
9

3
.7

～
6
.8

2
9
0

－ －
2
基

4
7
1

4
.5

6
1
9

4
.5

4
,7
0
6

2
.6

～
5
.1

9
0
0

－ －
1
基

1
,5
9
3

4
.2

～
6
.0

9
9

－

4
基

－
4
基

－
1
基

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

・
干
潟

の
保

全
、
復
元

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
要

へ
の
対

応
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の

確
保

・
海
岸

施
設

の
親
水

性
向
上

1
5
1

1
5
2

1
5
3

1
5
4

特
に
配
慮

す
る
事
項

蒲
郡
市

・
干
潟

の
保

全
、
復
元

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
要

へ
の
対

応
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の

確
保

・
海
岸

施
設

の
親
水

性
向
上

・
干
潟

の
保

全
、
復
元

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
要

へ
の
対

応
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の

確
保

・
海
岸

施
設

の
親
水

性
向
上

・
干
潟

の
保

全
、
復
元

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
要

へ
の
対

応
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の

確
保

・
海
岸

施
設

の
親
水

性
向
上

・
干
潟

の
保

全
、
復
元

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
要

へ
の
対

応
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の

確
保

・
海
岸

施
設

の
親
水

性
向
上

・
干
潟

の
保

全
、
復
元

・
海
洋

性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
需
要

へ
の
対

応
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ク
セ
ス
の

確
保

・
海
岸

施
設

の
親
水

性
向
上

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

護
岸

住
宅
地

商
業
地

堤
防

護
岸

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

三
河
港

三
谷

三
谷

・
大
塚

蒲
郡

三
河
港

海
陽

大
塚

蒲
郡

1
5
5

1
5
6

1
5
7

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

ゾ
ー
ン

地
域

状
況

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

海
岸
名

地
区

名
形
式

種
類

規
模
（
現

況
）

区
域
名

受
益

地
域
そ
の
状
況 受
益
面

積
（
約

　
h
a）

地
区

番
号

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

高
度
利

用
ゾ
ー
ン

三
河

港
ブ

ロ
ッ
ク
③

－

高
度
利

用
ゾ
ー
ン

三
河

港
ブ

ロ
ッ
ク
③

三
河
港

蒲
郡

三
谷
漁
港

三
谷

三
谷

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確

認
さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措

置
を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考

え
に
基
づ
き
計

画
的

な
維
持
修

繕
を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行

う
。

－ － －

水
門
等

－

陸
閘
等

水
門
等

胸
壁

堤
防

直
立

式

陸
閘
等

護
岸

堤
防

傾
斜

式

傾
斜

式

陸
閘
等

突
堤

水
門
等

－ －

直
立

式

－

胸
壁

－ －

傾
斜

式

－

陸
閘
等

堤
防

－

愛
知

県
（
港
湾

局
）

愛
知

県
（
水
産

庁
）

愛
知

県
（
港
湾

局
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知

県
（
港
湾

局
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

住
宅
地

商
業
地

2
2
0

2
2
0

蒲
郡
市

陸
閘
等

堤
防

堤
防

直
立

式
傾
斜

式
混
成

式

－ －
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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
３
７
／
４
３

8
6
2

4
.3

～
4
.6

1
1
4

－

5
基

－

2
基

－

4
基

1
6
0

4
.6

～
6
.0

1
8
4

－

7
基

－

2
基

－

1
基

2
0
9

5
.9

6
3

－

2
基

4
6
6

4
.4

～
5
.8

1
,0
8
8

4
.5

～
6
.1

1
1
8

－

6
1
9

6
.1

－－

－

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

消
波
堤

－ －

傾
斜

式

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

直
立

式

傾
斜

式

傾
斜

式

ゾ
ー
ン

堤
防

地
域

状
況

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

－

傾
斜

式

海
岸
名

地
区

名

突
堤

水
門
等

陸
閘
等

御
津

堤
防

高
度
利

用
ゾ
ー
ン

三
河

港
ブ

ロ
ッ
ク
④

赤
根

西
方

・
御
馬

御
津
・
豊
橋

下
佐
脇

新
田
・
梅
薮

御
馬
漁
港

1
5
8

1
5
9

1
6
0

1
6
1

御
馬

区
域
名

受
益

地
域
そ
の
状
況 受
益
面

積
（
約

　
h
a）

地
区

番
号

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

種
類

規
模
（
現

況
）

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

特
に
配
慮

す
る
事
項

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

形
式

－

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

傾
斜

式

－ －

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

－

住
宅
地

1
,1
0
0

豊
川
市

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

豊
橋
市

堤
防

水
門
等

堤
防

突
堤

堤
防

突
堤

陸
閘
等

－－

堤
防

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

豊
川

市
（
水
産

庁
）
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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
３
８
／
４
３

8
9
8

4
.9

～
6
.1

4
,6
3
9

4
.8

～
6
.5

2
0
0

6
.5

4
0
9

－

7
基

－

3
基

2
,3
4
6

6
.1

～
6
.5

9
7

4
.3 －

2
基

1
,2
1
5

4
.3

～
5
.5 －

1
基

－

1
基

1
,9
2
2

3
.5

～
5
.2

9
7
3

－ －

1
2
基

2
,4
2
0

3
.5

～
3
.8 －

1
基

－

9
基

－－

特
に
配
慮

す
る
事
項

－－

ゾ
ー
ン

地
区

名

区
域
名

受
益

地
域
そ
の
状
況 受
益
面

積
（
約

　
h
a）

海
岸
名

地
区

番
号

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

突
堤

（
水
・

国
）

水
門
等

（
共

管
）

高
度
利

用
ゾ
ー
ン

三
河

港
ブ

ロ
ッ
ク
⑤

高
度
利

用
ゾ
ー
ン

三
河

港
ブ

ロ
ッ
ク
⑥

豊
橋

豊
橋

梅
芝

・
前
芝

吉
前

・
神
野

新
田

神
野
新

田

豊
橋

－－

地
域

状
況

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

種
類

規
模
（
現

況
）

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

豊
橋
市

陸
閘
等

堤
防

水
門
等

住
宅
地

農
地

1
,9
0
0

豊
橋
市

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

堤
防

（
水
・

国
）

堤
防

堤
防

（
水
・

国
）

堤
防

（
共

管
）

三
河
港

1
6
2

1
6
3

1
6
4

1
6
5

1
6
6

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

愛
知

県
（
港
湾

局
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局
、

水
国
・
農

振
共
管

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局
、

水
国
・
農

振
共
管

）

愛
知

県
（
港
湾

局
）

1
6
7

－

直
立

式
傾
斜

式

－ －

傾
斜

式

傾
斜

式

傾
斜

式

－

直
立

式
傾
斜

式

－

形
式

傾
斜

式

傾
斜

式

傾
斜

式

－ －

老
津

愛
知

県
（
港
湾

局
）

大
崎

－ －

堤
防

陸
閘
等

水
門
等

堤
防

（
共

管
）

水
門
等

（
共

管
）

護
岸

陸
閘
等

堤
防



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
３
９
／
４
３

5
,9
0
3

3
.2

～
5
.0

1
2
9

3
.1 －

4
基

1
,3
1
1

3
.3

～
4
.6

1
6
0

3
.4

～
3
.8

1
,7
7
1

3
.8

～
3
.9

1
0
5

－

1
基

－

1
基

1
,7
7
3

3
.6

～
3
.8 －

1
基

1
,7
4
0

3
.2

～
3
.6

6
1
0

3
.6

1
,3
0
0

3
.3

～
4
.6

6
1
9

－

特
に
配
慮

す
る
事
項

・
干
潟

の
保
全

、
復

元

・
干
潟

の
保
全

、
復

元

・
干
潟

の
保
全

、
復

元

・
干
潟

の
保
全

、
復

元

・
干
潟

の
保
全

、
復

元

・
干
潟

の
保
全

、
復

元

・
干
潟

の
保
全

、
復

元

・
干
潟

の
保
全

、
復

元
愛

知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

田
原

市
（
水
産

庁
）

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

・
干
潟

の
保
全

、
復

元

ゾ
ー
ン

地
区

名

波
瀬

・
浦

堤
防

堤
防

浦
・
波
瀬

堤
防

高
度
利

用
ゾ
ー
ン

三
河

港
ブ

ロ
ッ
ク
⑦

豊
橋

杉
山

豊
橋
市

堤
防

堤
防

（
共

管
）

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

種
類

規
模
（
現

況
）

波
瀬

・
大

原
・
片
浜

堤
防

水
門
等

3
,3
0
0

堤
防

突
堤

高
度
利

用
ゾ
ー
ン

三
河

港
ブ

ロ
ッ
ク
⑧

-

水
門
等

（
共

管
）

田
原

谷
熊

田
原
市

堤
防

谷
熊

・
豊
島

堤
防

田
原
市

住
宅
地

農
地

姫
島
漁
港

波
瀬

・
大

原
・
片
浜

1
7
2

1
7
3

1
7
4

水
門
等

住
宅
地

農
地

3
,3
0
0

田
原

浦

1
7
5

1
7
6

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

海
岸
名

吉
胡

地
区

番
号

1
6
8

1
6
9

1
7
0

1
7
1

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

形
式

区
域
名

受
益

地
域
そ
の
状
況 受
益
面

積
（
約

　
h
a）

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局
、

水
国
・
農

振
共
管

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

地
域

状
況

傾
斜

式

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

傾
斜

式

－

傾
斜

式

－－ －

傾
斜

式

－

傾
斜

式

傾
斜

式

傾
斜

式

傾
斜

式

傾
斜

式
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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
４
０
／
４
３

2
,0
1
9

2
.6

～
4
.0

2
7
9

－

5
7
4

－

1
0
基

2
0
0

－

1
基

1
6
0

－

1
4
4
8

3
.9

～
4
.1

4
8
5

－

2
1
基

－
1
基

3
4
6

3
.6

～
5
.0

4
3

－

1
,7
5
5

2
.8

～
4
.1

9
5

－

6
1
3

－

1
7
基

1
2
0

－

1
基

6
1
9

－

1
9
0

4
.1

4
4

－

3
基

－ －

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

堤
防

突
堤

消
波
堤

傾
斜

式

－ － －

水
門
等

護
岸

（
馬

草
港

）
（
水
・
国

土
）

消
波
堤

突
堤

－ －

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

－

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必
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岸
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要
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従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
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回
／
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程

度
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機
能
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検
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る
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じ
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／
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検
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講
じ
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／
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検
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講
じ
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／
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検
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。
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潮
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／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
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／
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空
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化

等
が

確
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さ
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た
場
合
は

、
規

模
に
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て
必
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な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
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に
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的

に
巡
視
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。
ま
た
、
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／
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程
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、
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を
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、
予
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に
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き
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な
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繕

を
行
う
。

空
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合
は

、
規
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に
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て
必
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な
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置
を
講

じ
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。
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。
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／
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、
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を
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。
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講

じ
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。
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期
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。
ま
た
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／
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、
機
能
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検
を
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る
。
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は
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模
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必
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な
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置

を
講
じ
る
。
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期
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。
ま
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１
回
／
５
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程
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、
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検
を
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。
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じ
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巡
視
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従
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定
期
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巡
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／
５
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程

度
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機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
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ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
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認

さ
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た
場

合
は
、
規
模

に
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じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が
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認
さ
れ
た
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は

、
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て
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な
措
置
を
講

じ
る
。

突
堤

護
岸

消
波
堤

－ －

傾
斜

式

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
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／
５
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程

度
、
機
能

点
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を
実
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し
、
予
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保
全

の
考
え
に
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き
計
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的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
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た
場
合
は

、
規

模
に
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て
必
要
な
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置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
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回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
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を
実
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し
、
予
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保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
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。

空
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、
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置
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講

じ
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認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

形
式

特
に
配
慮

す
る
事
項

ゾ
ー
ン

地
区

名

区
域
名

受
益

地
域
そ
の
状
況 受
益
面

積
（
約

　
h
a）

地
域

状
況

地
区

番
号

種
類

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

海
岸
名

1
8
2

1
8
3

1
8
4

1
8
5

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

護
岸

堤
防

（
水
・

国
）

－ － －

傾
斜

式

－ － －

傾
斜

式

傾
斜

式

傾
斜

式

規
模
（
現

況
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

田
原

市
（
水
産

庁
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局
、

水
国
・
農

振
共
管

）
田

原
市

（
水

産
庁
）

傾
斜

式

－ － －－ － －
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維
持

又
は
修

繕
に
関

す
る
事

項
４
２
／
４
３

1
,6
1
2

3
.8

～
4
.0

2
2
0

－

5
基

4
,9
6
6

2
.0

～
5
.1

1
3
3

－

1
6
0

2
.0

～
3
.6 －

5
基

－

1
2
基

1
,8
9
5

3
.4

～
4
.9

3
5
1

2
.5

～
4
.6

2
3
0

2
.5

～
3
.7 －

4
基

8
2
8

4
.7

～
5
.7

1
2

3
.7

1
1
0

－

1
基

－

1
基

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

直
立

式

－

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

－ －

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

自
然
利

用
ゾ
ー
ン

渥
美

ブ
ロ
ッ

ク
②

渥
美

福
江
港

福
江
漁
港

傾
斜

式

中
山

・
小
新

田 中
山

田
原
市

住
宅
地

7
1
0

1
8
7

1
8
8

1
8
9

1
9
0

1
9
1

愛
知

県
（
港
湾

局
）

愛
知

県
（
水
産

庁
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

胸
壁

水
門
等

（
共

管
）

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

胸
壁

－

傾
斜

式

－ －

傾
斜

式

堤
防

代
表
堤
防

高
（
T
.P
.m
)

種
類

規
模
（
現

況
）

小
新
田

堤
防

伊
川

津
・
高

木 福
江

堤
防

護
岸

水
門
等

陸
閘
等

愛
知
県

（
水
管
理

・
国
土

保
全
局

）

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

傾
斜

式

傾
斜

式

－ －

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

－
陸

閘
等

離
岸
堤

（
水
・
国
）

堤
防

（
共

管
）

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

堤
防

（
水
・

国
）

維
持
又
は

修
繕
の

方
法

堤
防

突
堤

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

空
洞
化

等
が

確
認
さ
れ
た
場
合
は

、
規

模
に
応

じ
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下
等

が
確
認

さ
れ
た
場

合
は
、
規
模

に
応
じ
て
必

要
な
措
置

を
講
じ
る
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

津
波
や

高
潮

来
襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操
作

が
行

え
る
よ
う
に
、
年

次
点
検

を
行
い
、
適
切
な
維
持
修

繕
を
行
う
。

巡
視
要

領
に
従

い
、
定
期
的

に
巡
視

を
行

う
。
ま
た
、
１
回
／
５
年
程

度
、
機
能

点
検
を
実
施

し
、
予

防
保
全

の
考
え
に

基
づ
き
計
画

的
な
維

持
修
繕

を
行
う
。

ゾ
ー
ン

地
区

名
地
域

状
況

延
長
(m

)
施

設
数
（
基
）

海
岸
名

形
式

区
域
名

受
益

地
域
そ
の
状
況 受
益
面

積
（
約

　
h
a）

地
区

番
号

海
岸
管

理
者

（
所

管
）

特
に
配
慮

す
る
事
項

・
砂
浜

の
保
全

・
復
元

・
生
物

生
息
環

境
の
保

全
・
海
岸

施
設
の

利
便
性

向
上

・
漁
場

の
持
続

的
利
用

の
促

進

・
砂
浜

の
保
全

・
復
元

・
生
物

生
息
環

境
の
保

全
・
海
岸

施
設
の

利
便
性

向
上

・
漁
場

の
持
続

的
利
用

の
促

進

・
海
岸

施
設
の

利
便
性

向
上

・
漁
場

の
持
続

的
利
用

の
促

進

・
砂
浜

の
保
全

・
復
元

・
生
物

生
息
環

境
の
保

全
・
海
岸

施
設
の

利
便
性

向
上

・
漁
場

の
持
続

的
利
用

の
促

進

・
砂
浜

の
保
全

・
復
元

・
生
物

生
息
環

境
の
保

全
・
海
岸

施
設
の

利
便
性

向
上

・
漁
場

の
持
続

的
利
用

の
促

進
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維
持
又
は
修
繕
に
関
す
る
事
項

４
２
／

４
３

7
7
5

～
4
.7

3
0
0

－

3
基

－

1
基

9
,7
4
3

4
.6

2
4
3

－

8
基

4
,4
6
6

－

5
2
基

－

1
基

6
1
0

4
.6

1
,3
2
6

1
.7

～
4
.6

2
5
5

－

2
基

2
3
1

－

2
基

4
7
0

－

6
基

3
3
3

－

2
基

離
岸

堤
（
港

湾
）

潜
堤

（
港

湾
局
）

海
岸

管
理

者
（
所
管

）

愛
知
県

（
農
村

振
興

局
）

愛
知
県

（
農
村

振
興

局
）

愛
知
県

（
港

湾
局

）
・

愛
知
県

（
農
村

振
興

局
）

－ －

1
9
4

－

8
6
0

水
門

等

堤
防

突
堤

離
岸

堤

水
門

等

堤
防

離
岸

堤

離
岸

堤
（
農

振
）

－ －

傾
斜

式

－ －

傾
斜

式

－ －

傾
斜

式

－

津
波

や
高

潮
来

襲
時

に
お
け
る
確

実
な
操

作
が

行
え
る
よ
う
に
、
年
次

点
検

を
行
い
、
適

切
な
維
持

修
繕

を
行
う
。

巡
視

要
領

に
従

い
、
定
期

的
に
巡
視

を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／

５
年
程

度
、
機
能

点
検

を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下

等
が
確

認
さ
れ

た
場

合
は

、
規

模
に
応
じ
て
必
要

な
措
置

を
講
じ
る
。

巡
視

要
領

に
従

い
、
定
期

的
に
巡
視

を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／

５
年
程

度
、
機
能

点
検

を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下

等
が
確

認
さ
れ

た
場

合
は

、
規

模
に
応
じ
て
必
要

な
措
置

を
講
じ
る
。

巡
視

要
領

に
従

い
、
定
期

的
に
巡
視

を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／

５
年
程

度
、
機
能

点
検

を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下

等
が
確

認
さ
れ

た
場

合
は

、
規

模
に
応
じ
て
必
要

な
措
置

を
講
じ
る
。

巡
視

要
領

に
従

い
、
定
期

的
に
巡
視

を
行
う
。
ま
た
、
１
回
／

５
年
程

度
、
機
能

点
検

を
実
施

す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
の

沈
下

等
が
確

認
さ
れ

た
場

合
は

、
規

模
に
応
じ
て
必
要

な
措
置

を
講
じ
る
。

自
然

利
用

ゾ
ー
ン

渥
美
ブ
ロ
ッ

ク
③

福
江
港

渥
美

伊
良
湖

港

立
馬

崎

伊
良

湖

伊
良

湖

1
9
2

1
9
3

代
表

堤
防

高
（
T
.P
.m
)

地
区

番
号

特
に
配

慮
す
る
事
項

巡
視

要
領

に
従

い
、
定
期

的
に
巡
視

を
行
う
。
ま
た
、
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